
   令和 ６年 ５月 １日 

市長決裁（建設部長専決） 

 

 

千歳市緑化審議会運営要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、千歳市緑化条例施行規則（昭和５０年１月１日規則第３号。以下「規

則」という。）第 13 条の規定に基づき、千歳市緑化審議会（以下「審議会」という。）の

運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（会長及び副会長の選出） 

第２条 条例第 12 条第 2 項の規定による会長及び副会長の選出は、条例第 10 条第５項の

規定により委嘱された委員の互選により行い、候補者が複数となった場合には、無記名投

票により行うものとする。 

 

（会議の招集） 

第３条 会議の招集は、原則として会議の開催の日の７日前までに、委員に通知して行うも

のとする。ただし、会長において急を要すると認めた場合は、この限りでない。 

 

（意見聴取） 

第４条 審議会は、必要のあると認めるときは、審議会に関係者又は学識経験を有する者の

出席を求め、調査審議すべき事項に関して意見を聴くことができる。 

 

（専門部会） 

第５条 規則第９条の規定による部会長の選出は、規則第８条第２項の規定による委員等

（以下「委員等」という。）の互選により行い、候補者が複数となった場合には、無記名

投票により行うものとする。 

２ 第３条および第４条の規定は専門部会（以下「部会」という。）について準用する。こ

の場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と「審議会」とあるのは

「専門部会」と読み替えるものとする。 

 

（委員の報酬） 

第６条 審議会の委員及び専門部会の委員等の報酬は、千歳市特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例 第２条（報酬額）に基づき支給する。 

 



（会議録） 

第７条 審議会の会議録の作成及び公開については、附属機関の会議の公開に関する指針

及び千歳市情報公開条例により行う。 

2 審議会の会議録に記載する事項は、次のとおりとする。 

⑴ 開催日時 

⑵ 開催場所（第８条の規定により書面審議の方法により開催したとき及び第 9条 第

１項の規定によりウェブ会議の方法により開催したときは、その旨を記載する） 

⑶ 出席者の職及び氏名（第８条の規定により書面審議の方法により開催したときは、

その委員名を記載する。また、第 9条第２項の規定によりウェブ会議の方法により会

議に参加した委員については、その旨記載する） 

⑷ 議題 

⑸ 発言内容（審議会が公開することが適当でないと認める事項の調査審議を行った会

議にあっては、議事の要旨を記載する。） 

⑹ その他審議会が必要と認める事項 

３ 会議録及び会議資料は、千歳市のホームページにより公表するものとする。 

 

（書面審議等の方法による会議の開催） 

第８条 会長は、緊急に審議会の会議を開催する必要がある場合や、感染症対策の措置を講

じる必要がある場合など、審議会の会議を招集することが困難であると認めるときは、審

議会に属する各委員の意見を聴取し、その総意をもって審議会の議事とすることができ

る。 

 

（ウェブ会議の方法による会議の開催） 

第９条 会長が必要と認めるときは、審議会の会議をウェブ会議の方法（インターネットを

通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下

同じ。）により開催するものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、審議会の委員は、会長の承認を得て、ウェブ会議の方法で審

議会の会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法

による会議への参加をもって審議会の会議に出席したものとみなすものとする。 

 

（会議の公開） 

第 1０条 審議会の会議は、原則公開するものとする。ただし、審議会が公開することが適

当でないと認める事項の調査審議をするとき又は会議を公開することにより円滑な議事

運営が著しく阻害され調査審議の目的が達成できないと認められるときはこの限りでな

い。 

２ 会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行う。ただし、前条第 1 項の規定によ



りウェブ会議の方法により行う会議の公開は、指定した場所（以下「視聴場所」という。）

においてインターネットを通じて会議を視聴することを認めることにより行う。 

（公開による会議の開催の周知） 

第 11条 審議会の会議を公開により開催するときは、開催日の 7 日前の日（その日が千

歳市の休日を定める条例（平成３年４月９日条例第 13号）第 1 条第 1 項に規定する市

の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日の直前の市の休日以外の日）

までに、次に掲げる事項を千歳市のホームページへ掲載し周知するものとする。ただし、

会議を緊急に開催する必要が生じた場合等、7 日前に周知を行うことができない事情が

あるときは、周知可能となった後速やかに、会議の開催を周知することとする。 

⑴ 傍聴による場合  開催日時、開催場所、会議の議題、傍聴者の定員、傍聴手続、 

問い合わせ先 

⑵ 視聴による場合  開催日時、視聴場所、会議の議題、視聴者の定員、視聴手続、 

問い合わせ先 

 

（傍聴の手続） 

第 12条 会議の傍聴を認める定員は、10 人以内とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、会長は、会場の規模その他の事情を考慮して適当と認めると

きは、同項の定員を増減するものとする。この場合においては、第 12 条の規定による会

議の開催の周知において変更後の定員を明らかにするものとする。 

３ 会議の傍聴をしようとする者は、会議の開始予定時刻の 30 分前から開始予定時刻ま

での間に、会議が開催される場所において傍聴の申込みを行い、会長の許可を受けなけれ

ばならない。 

４ 次のいずれかに該当する者は、会議の傍聴の許可をしない。 

⑴ 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の会議の妨げとなると認められる器物を所持

している者 

⑵ 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用し、又はプラカード、旗、

のぼり等を掲出している者 

⑶ 酒気を帯びていると認められる者 

⑷ 前３号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となる行為をするお

それがあると認められる者 

５ 第３項の申込みの受付は先着順により行い、定員になり次第終了する。 

６ 会議の傍聴の許可を受けた者（以下「傍聴者」という。）は、審議会の事務局の職員（以

下、「事務局職員」という。）の指示に従い会場に入場するものとする。 

 

（傍聴者の遵守事項） 

第 13 条 傍聴者は、会場においては、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、



第４号に掲げる事項については、会長の許可を受けたときは、この限りでない。 

⑴ 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の会議の妨げとなると認められる器物を持ち

込まないこと。 

⑵ 発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと。 

⑶ 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等の着用、プラカード、旗、のぼり

等の掲出その他の示威的行為をしないこと。 

⑷ 写真撮影、録画及び録音は行わないこと。 

⑸ 携帯電話などの受信音、操作音等を出さないこと。 

⑹ 飲食又は喫煙をしないこと。 

⑺ 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為を

しないこと。 

 

（違反に対する措置） 

第 14 条 会長は、傍聴者が前条各号の規定に違反したと認めるときは、違反者に注意し、

違反者がこれに従わないときは、その者を退場させることができる。 

 

（視聴の手続） 

第 15条 会議の視聴を認める定員は、会長が、会議の開催の都度、視聴場所の規模その他

の事情を考慮してその都度定め、第 11 条の規定による会議の開催の周知において明らか

にするものとする。 

２ 会議の視聴をしようとする者は、会議の開始予定時刻の 30 分前から開始予定時刻ま

での間に、視聴場所において視聴の申込みを行い、会長の許可を受けなければならない。 

３ 次のいずれかに該当する者は、会議の視聴の許可をしない。 

⑴ 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の視聴者の視聴の妨げとなると認められる器

物を所持している者 

⑵ 酒気を帯びていると認められる者 

⑶ 前２号に定めるもののほか、他の者の視聴の妨げとなる行為をするおそれがあると

認められる者 

４ 第２項の申込みの受付は先着順により行い、定員になり次第終了する。 

５ 会議の視聴の許可を受けた者（以下「視聴者」という。）は、事務局職員の指示に従い

会場に入場するものとする。 

 

（視聴場所における視聴者の遵守事項） 

第 16 条 視聴者は、視聴場所においては、次に掲げる事項を守らなければならない。 

⑴ 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他、他の視聴者の視聴の妨げとなると認められ

る器物を持ち込まないこと。 



⑵ 発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと。 

⑶ 携帯電話などの受信音、操作音等を出さないこと。 

⑷ 飲食又は喫煙をしないこと。 

⑸ 前各号に定めるもののほか、他の視聴者の視聴の妨げとなる行為をしないこと。 

 

（報道機関の特例） 

第 17 条 報道機関による会議の傍聴及び視聴場所における視聴については、必要に応じ、

第 12 条第１項及び第２項による定員とは別に、報道機関用の定員を設定するものとする。 

 

（資料の配布等） 

第 18 条 傍聴者及び視聴者には、原則として委員に配布する会議資料と同じものを配布

するものとする。ただし、千歳市情報公開条例第７条各号に該当することにより公開する

ことが適当でないと考えるもの、法令集等一定数量以上準備することが困難なものその

他相当の理由があると認められるものについては、この限りでない。 

 

附 則 

 (施行期日) 

 この要綱は、令和 ６年 ５月 １日から施行する。  

 


